
 資料４ 

するめいかの漁獲可能量配分について 

 

 

 北海道、富山県以外の府県には配分数量を示さず、「現行水準」による配分を行ってい

る。 

 

 「現行水準」の府県においては、それぞれに示された目安数量を超えないよう隻数・操

業日数等の漁獲努力量を通じた管理を行うものとしており、当該目安数量を厳格に管

理する仕組みがない（例：配分数量を定めていないため知事による採捕停止命令の発

出は行われない）。 

 

 一方で、「現行水準」の府県においても、希望により具体的な配分数量（漁獲枠）を示す

「数量明示」に変更することができる。 

 

資源管理基本方針（抄） 

第５ 特定水産資源ごとの漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 

１・２（略） 

３ 都道府県への配分 

（１）全体の漁獲量のうちおおむね 80パーセントの漁獲量を構成する漁獲量上位の都道府県につ

いては、原則として配分数量を明示する。 

（２）（１）に該当しない都道府県については、現行水準の漁獲量であれば、その資源に与える影響

は少ないものとして、配分数量を示さず目安となる数量を示して隻数・操業日数等の漁獲努力

量を通じた管理を行うものとし、「現行水準」による配分を行う。ただし、目安となる数量につい

て当該都道府県が希望する場合又は漁業構造の大幅な変化等管理上必要となる場合には、

配分数量を明示することとする。 

(３) （略） 
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